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本
法
律
案
は
、
全
て
の
児
童
生
徒
が
そ
の
状
況
に
応
じ
て
効
果
的
に
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た

め
、
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
及
び
学
校

教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
計
画
の
策
定
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
基
本
理
念
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
。

１

情
報
通
信
技
術
の
特
性
を
生
か
し
て
、
児
童
生
徒
の
能
力
、
特
性
等
に
応
じ
た
教
育
、
双
方
向
性
の
あ
る
教
育
等
が
教

員
の
指
導
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
各
教
科
等
の
指
導
等
に
お
い
て
、
情
報
及
び
情
報
手
段
を
主
体
的
に
選
択

し
、
及
び
こ
れ
を
活
用
す
る
能
力
の
体
系
的
な
育
成
そ
の
他
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
等
が
効
果
的
に
図
ら
れ
る
こ
と

２

デ
ジ
タ
ル
教
材
等
の
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
学
習
と
デ
ジ
タ
ル
教
材
以
外
の
教
材
を
活
用
し
た
学
習
、
体
験
学
習

等
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
多
様
な
方
法
に
よ
る
学
習
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
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３

全
て
の
児
童
生
徒
が
、
そ
の
家
庭
の
経
済
的
な
状
況
、
居
住
す
る
地
域
、
障
害
の
有
無
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
、

学
校
教
育
の
情
報
化
の
恵
沢
を
享
受
し
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
が
図
ら
れ
る
こ
と

４

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
学
校
事
務
の
効
率
化
に
よ
り
、
学
校
の
教
職
員
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
児
童
生
徒
に
対
す

る
教
育
の
充
実
が
図
ら
れ
る
こ
と

５

児
童
生
徒
等
の
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
図
る
こ
と

６

児
童
生
徒
に
よ
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
が
児
童
生
徒
の
健
康
、
生
活
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と

二
、
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
学
校
の
設
置
者
の
責
務
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
政
府

は
、
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
等
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
学
校
教

育
情
報
化
推
進
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
教
育
情
報
化
推
進
計
画
を
基
本
と
し
て
、
そ

の
区
域
に
お
け
る
学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

四
、
国
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
材
等
の
開
発
及
び
普
及
の
促
進
、
教
科
書
に
係
る
制
度
の
見
直
し
、
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
教
育
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環
境
の
整
備
、
相
当
の
期
間
学
校
を
欠
席
す
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
の
機
会
の
確
保
、
学
校
の
教
職
員
の
資
質
の
向

上
、
学
校
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
た
め
の
環
境
の
整
備
、
学
習
の
継
続
的
な
支
援
等
の
た
め
の
体
制
の
整
備
、

個
人
情
報
の
保
護
等
、
人
材
の
確
保
等
、
調
査
研
究
等
の
推
進
、
国
民
の
理
解
と
関
心
の
増
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
施
策
を
勘
案
し
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
学
校
教
育
の
情
報
化

の
た
め
の
施
策
の
推
進
を
図
る
よ
う
努
め
る
。

五
、
政
府
は
、
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
学
校
教
育
の
情
報
化
の
総
合
的
、
一
体
的
か
つ
効
果
的
な

推
進
を
図
る
た
め
、
学
校
教
育
情
報
化
推
進
会
議
を
設
け
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


